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さくら市農業委員会総会議事録（令和３年１月定例総会） 

 

１．開催日時 令和３年１月２５日（月）午後１時３０分から午後３時０５分 

 

２．開催場所 さくら市役所第２庁舎２階第１・２会議室 

 

３．出席委員（１７人） 

会長       １８番  齋藤 敏一 

会長職務代理者  １９番  石田 多美子 

委員        ２番  古澤 一郎 

３番  小林 功 

５番  伊藤 喜章 

６番  片岡 純雄 

７番  小菅 和彦 

 ８番  小林 薫 

 ９番  大谷 伸二 

１０番  加藤 幸治 

１１番  関  誠 

１２番  千野根 友治 

１３番  柴山 昇 

１４番  石原 功江 

１５番  石塚 良男 

１６番  小林 義和 

１７番  七久保 勉 

 

４．欠席委員（１人）  ２０番  手塚 智枝子 

 

５．議事日程 

  第１  議事録署名委員の指名 

  第２  議案第１号  非農地証明願について 

      議案第 2号  農地移動適正化あっせん申し出について 

      議案第３号  農業経営基盤強化促進法第１６条第１項による買入協議の要請 

について 

      議案第４号  農地法第３条の規定による許可申請について 

      議案第５号  農地法第４条の規定による許可申請について 

      議案第６号  農地法第５条の規定による許可申請について 

      議案第７号  農用地利用集積計画の決定及び農用地利用配分計画に係る意見 
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             について 

      議案第８号  農業振興地域整備計画の変更に係る意見について 

      議案第９号  さくら市農地利用最適化推進委員の委嘱について 

      議案第１０号 さくら市農業委員会調査委員会における第３調査会委員長及び 

副委員長の選任について 

      議案第１１号 さくら市農業振興地域整備促進協議会委員の推薦について 

      報告第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

      報告第２号  農地法第３条の３第１項の規定による届出書について 

 

６．農業委員会事務局職員 

事務局長   野中 剛 

係長     大山 昌良 

主査     檜原 史郎 

主事     石原 宏哉 

 

７．会議 

 事務局 野中 定刻になりました。 

本日の出席委員は１７名で、欠席委員は２０番手塚智枝子委員

１名であり、定足数に達しておりますので総会は成立いたしま

す。 

では、会長よりごあいさつ並びに開会宣言をお願いいたしま

す。 

 

 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。改めまして今年もよろしくお願いいたしま

す。本日は緊急事態宣言というさなかですがご出席いただきあり

がとうございます。また、コロナの話で大変恐縮なんですが、先

日運営委員会が開かれまして、その中で推進委員の選考の話だっ

たものですから推進委員の話が出てきて人農地プランの実質化

の取り組みの中で非常に推進委員さんが活躍されてほんとにい

い取り組みになっているなという話をしてたわけなんですが、そ

の中で実は人農地プランの実質化の会議自体が新型コロナの影

響で持てなくなって困っているという話が出されました。これか

らさらに影響が出てくる可能性があるわけですので、私たち農家

は新型コロナに対して鈍感なところがあると思うのでこれから

もう少ししっかり向き合っていろんな意味での対策をそれぞれ

考えていかなければならないのかなと考えさせられた年始でし

た。もう一つ、昨日タイミングよく新聞に農林業センサスの速報

値が載っていて皆さんもご覧になったと思うんですが栃木県は
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５年間で農業者人口が２割減って平均年齢が６７歳という数字

が出てまして、大変だなと思ったわけなんですが、私たちはそん

な中でこれからの農業をどう守っていくのかということで今、最

適化の３つの取り組みをしているわけなんですけど、その中に大

きな意味では含まれるかもしれませんが集積だけではなくてこ

れからは草刈りとかも含めた農地の管理維持というのも併せて

考えていかないと厳しい状況になりつつあるんだと数字を見て

考えさせられたそんな記事でした。 

今日は議案も大変多くなっておりますので効率よく慎重審議

ということでやっていきたいと思いますのでどうぞよろしくお

願いいたします。それではただ今からさくら市農業委員会１月定

例総会を開会いたします。 

 

 事務局 

 

 

野中 

 

 

それでは、さくら市農業委員会総会規則第５条の規定により、

会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

 議長 

 

齋藤 

 

それでは、会議に先立ちまして、本日、書類審査及び現地調査

を行っておりますので、各調査会より報告をお願いいたします。 

はじめに、第１調査会の委員長からお願いいたします。 

 

 ２番 

 

古澤 本日午前１０時より全員出席のもと書類および現地調査を行

いました。詳細につきましては後ほど担当委員より説明がありま

すのでご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 議長 

 

齋藤 次に第２調査会委員長の報告をお願いいたします。 

 

 ７番 小菅 本日午前９時３０分より１名欠席のもと書類および現地調査

を行いました。案件といたしましては第１号議案１件、第３号議

案１件、第５号議案１件、第６号議案５件、合計８件でございま

す。後ほど担当委員から説明がありますので、ご審議のほどよろ

しくお願いします。 

 

 議長 

 

齋藤 次に第３調査会の報告をお願いいたします。 
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 １７番 

 

 

 

 

 

議長 

 

６番 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

１６番 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

七久保 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

片岡 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

 

檜原 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

小林 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

本日午前１０時より全員出席のもと書類および現地調査を行

いました。案件として議案第２号１件、議案第５号１件、議案第

６号３件、議案第８号１件、合計６件であります。詳細につきま

しては後ほど担当委員より説明がありますので、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

次に第４調査会委員長の報告をお願いいたします。 

 

本日午前９時３０分より全員出席のもと調査会を行いました。

今回は第４調査会の案件はありません。よってほかの調査会の審

議にあたりたいと思います。 

 

それでは議事に入る前に議事録署名人を指名いたします。１６

番の小林義和委員、１７番の七久保勉委員を指名いたします。 

それでは議事に入ります。 

議案第１号「非農地証明願について」を議題に供します。 

番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

（議案第１号番号１番について、朗読して説明する。） 

 なお、非農地証明事務処理要領の２の（３）の「人為的な転用

行為が行われてから２０年以上経過しており、かつ農地への復元

が容易でないと認められるもの」に該当すると思われますので、

非農地証明書を交付することは問題ないと考えます。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

 案内図１－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 申請内容は事務局の説明のとおりです。１月１５日に農地利用

最適化推進委員同行のもと現地調査、そして本日調査会において

も書類および現地調査をしてまいりました。６３年間宅地として

利用されております。特に問題はないと判断しております。皆様

のご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 
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 議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 議長 

 

 

１７番 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

 

大山 

 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

七久保 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

 

大山 

 

 

 

 

 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 

議案第１号番号１番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第１号番号１番については、原案どお

り承認されました。 

次に、議案第２号「農地移動適正化あっせん申し出について」

を議題に供します。 

番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

（議案第２号番号１番について、朗読して説明する。） 

 この土地について、栃木県農業振興公社へ売渡しの申請があり

ました。今後、栃木県農業振興公社に一旦所有権が移りますが、

その後、栃木県農業振興公社より農業委員会に対して買い手のあ

っせん依頼がありますので、２名のあっせん委員の選出について

お諮りします。 

 以上です。 

 

あっせん委員の選出ですので、第３調査会の代表の方より指名

願います。 

 

あっせん委員としまして、９番大谷伸二委員と１２番千野根友

治委員をあっせん委員として指名します。 

 

それでは、議案第２号番号１番のあっせん委員は、９番の大谷

伸二委員と１２番の千野根友治委員を指名いたします。 

次に、議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に

よる買入協議の要請について」を議題に供します。 

番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

 （議案第３号番号１番について、朗読して説明する。） 

 この土地について、売買の相手方をあっせんして欲しい旨の申

出があったことから、公益財団法人栃木県農業振興公社による買

入れが特に必要だと認め、同公社が優先的に買入れの協議を行う

旨の通知をされるよう、農業経営基盤強化促進法第１６条第１項

の規定に基づき市長あて要請を行ってもよろしいか、お諮りする
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 議長 

 

 ７番 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

小菅 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

ものでございます。 

 ここで、「買入協議制度」について、少しご説明させていただき

たいと思います。「買入協議制度」とは、農地の所有者から農地を

売渡したいという申し出があった場合に、農業委員会が、認定農

業者に農地を利用集積するため、栃木県農業振興公社が一旦買入

れることが必要だと認め、市町村長からその旨を通知して「農地

の所有者と栃木県農業振興公社で相談してください。」というの

が、買入協議制度となっています。利用するメリットとしては、

売り手の譲渡所得税の特別控除が１，５００万円まで受けられる

ことや公的機関である公社が諸手続きを行ってくれ安心感があ

るなどのメリットがあります。 

通常の公社あっせん事業との違いは、所得税の控除額が、通常

８００万円までに対し１，５００万円まで受けることができるこ

と、農業委員会から市長村長に買入について所有者と公社で協議

をしてくださいという通知の手続きが入るかどうかの点が違っ

ている点です。 

以上御審議お願いします。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

 詳細についてはただいまの事務局の説明のとおりでございま

す。特に問題はないと考えております。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

  

 それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 

議案第３号番号１番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号１番については、原案どお

り承認されました。 

次に、議案第４号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 議長 

 

８番 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 議長 

 

 

石原 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

小林 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

 

檜原 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

番号１番について、事務局の説明を求めます。 

 

（議案第４号番号１番について、朗読して説明する。） 

この件につきましては、全部効率要件、農作業常時従事要件、

下限面積要件、地域調和要件等、許可要件を満たしており、許可

相当と判断いたします。 

 以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

 案内図４－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 規模拡大のための売買でありまして特に問題はございません。

皆様のご審議をお願いします。 

 

 それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 

議案第４号番号１番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第４号番号１番については、原案どお

り承認されました。 

次に、議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。 

番号１番について、事務局の説明を求めます。 

 

（議案第５号番号１番について、朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが約０．３ｈａで、農

業公共投資の対象となっていない土地ですので、第２種農地と判

断し、周辺の状況等から植林することがやむを得ないと判断しま

す。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 
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１７番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

七久保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

檜原 

 

 

 案内図５－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 本案件は自己所有農地に杉を植林し山林とする農地転用です。 

 転用行為の必要性ですが、申請地は元々山林でしたが昭和５２

年に開田いたしました。しかし利便性が悪く数年で休耕しその後

も作付けはしておりません。開田して以来４０数年が過ぎ周りの

木々が生い茂り水田としての利用も困難です。合わせて申請人も

７０代半ばとなり申請地の管理も困難な状況であります。以上の

ことから山林として利用すべく今回の農地転用を申請するもの

です。 

 土地利用計画ですが、杉苗２７０本を植林するものです。 

 資金計画ですが１本２００円で５４０００円を見込んでおり

ます。金融機関の残高証明書も添付されております。 

 周囲への被害防止対策ですが、土地の造成等はありません。ま

た、周囲は東西南北すべて申請人の所有地ですので何ら問題は生

じません。 

 １月１５日の農地利用最適化推進委員との調査会及び本日の

調査会におきまして書類審査のうえ現地を確認いたしましたが

何ら問題なしと判断いたしております。皆様のご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 

議案第５号番号１番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第５号番号１番については、原案どお

り承認されました。 

続きまして、議案第５号番号２番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第５号番号２番について、朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、「水管、下水道管又はガス管のうち２種類以
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 議長 

 

７番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

小菅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齋藤 

 

 

 

 

齋藤 

上が埋設されている道路の沿道の区域であって申請地からおお

むね５００ｍ以内に２以上の教育施設、医療施設その他の公共施

設または公益的施設が存する」区域ですので、第３種農地と判断

し、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

以上です。 

 

 担当委員の説明をお願いします。 

 

 案内図５－２をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 申請人は高齢のため当該地の耕作を続けることが困難になり

土地の維持管理をしなければ近隣住民への迷惑がかかることを

懸念し、賃貸住宅としての土地活用が今後の懸念材料を払しょく

する手段と考えました。 

 土地の選定理由、申請地付近は市役所、学校等の公共施設、病

院、また多数の商業施設が存在し宅地化が進んでいることから当

該地の賃貸住宅の需要が高いと考えました。 

 土地利用計画、長屋住宅２階建て一棟８戸分です。駐車場１５

台分、駐輪場が１２台分、取水排水は申請地西側の上下水道より

取水及び排水します。雨水処理は宅地内処理です。 

 資金計画、本体造成工事費、外構工事費、諸経費合わせて８７

３０万円、全額借入金でまかないます。 

 周辺農地への被害防除対策、一般的な２階建ての長屋住宅のた

め日照等の影響は軽微であり、外周にはコンクリートブロック、

フェンスを設置することにより土砂流出を防除し、万一周辺の農

地等に被害が生じた場合は当方で責任をもって解決いたします。

とありますが、現状で西側は道路、東、南、北側は宅地で周辺に

農地はございませんので特に農地への被害が生じるということ

はないと思われます。 

 先週の月曜日に地元の推進委員と現地調査、また、本日午前中

に調査会での現地調査を行いましたが何ら問題ないと考えてお

ります。皆様のご審議のほどよろしくお願いします。 

 

 それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 
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議案第５号番号２番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第５号番号２番については、原案どお

り承認されました。 

次に、議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。 

番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

（議案第６号番号１番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地

の区域内にありますので、第１種農地と判断しますが、不許可の

例外「周辺の地域において居住する者の業務上必要な施設で、集

落に接続して設置されるもの」であり、土地の選定経過書等によ

り代替性の確認も取れておりますので、申請の内容は許可基準に

適合しているものと判断します。 

 以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

 案内図６－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 この案件は売買による所有権の移転のための案件でございま

す。転用目的は駐車場及び製品資材置場でございます。 

 転用行為の必要性といたしましては、現在の工場敷地では駐車

場及び加工した製品を置く場所に苦慮しております。既存工場敷

地の隣接地を取得して作業効率の向上及び作業時の安全確保を

図りたいと考えて申請に至りました。 

 土地の選定理由といたしましては、申請地は既存工場敷地に隣

接した土地で一体として利用できる土地でございます。また、宅

地と道路に囲まれており直接接する農地はなく影響がないと考

えております。以上のような状況から最適地と考え選定をいたし

ました。 

 土地利用計画といたしましては、申請地は砂利敷き駐車場とい

たしまして雨水の浸透施設としても利用いたします。駐車場の利

用は普通乗用車駐車場３台程度、２トントラック、ライトバンの

利用を考えております。取水排水につきましては水は使用しませ

んので計画はございません。雨水処理につきましては雨水浸透施
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設で処理をいたします。 

 資金計画といたしまして、土地取得費用と土地砂利敷費用を合

わせまして１４００万円、全額自己資金での対応を考えておりま

す。 

 周辺農地への被害防除対策といたしまして、申請地利用につき

まして建物の計画はありませんので日照通風等、影響はないもの

と考えております。転用に際しましては影響がないよう十分注意

して行いたいと思っております。 

 以上のような状況でございます。よろしくご審議のほどお願い

をいたします。 

 

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号１番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号１番については、原案どお

り承認されました。 

続きまして、議案第６号番号２番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第６号番号２番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、土地区画整理事業施行地内でありますので、

第３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合しているもの

と判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

 この案件は上阿久津台地土地区画整理事業地内でございます

ので場所の案内は省略させていただきます。 

 この案件は売買による所有権移転のための案件でございます。

転用目的は建売住宅でございます。 
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 転用行為の必要性といたしまして、譲渡人の所有地売却の意向

を受け譲受人が買い受けて２棟の建売住宅を計画するわけでご

ざいます。 

 土地の選定理由といたしまして、申請地は道路や公園等の公共

施設の整備が済み、住環境として適切であるため選定いたしまし

た。 

 土地利用計画といたしまして、建売住宅２階建て２棟、取水排

水はさくら市上下水道に接続します。雨水処理は宅地内にて浸透

処理といたします。 

 資金計画は、建築費、用地取得費、造成費合わせまして３８１

０万円でございます。全額自己資金でございます。銀行の残高証

明書も添付されております。 

 周辺農地への被害防除対策といたしましては、東、西が畑、北

が宅地、南が道路でございます。申請地の周辺にはコンクリート

ブロック積みを施工し土砂の流出を防止いたします。周辺農地へ

の影響は軽微と考えております。転用に際しては十分注意して工

事を進めたいと思います。 

 よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

 

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号２番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号２番については、原案どお

り承認されました。 

続きまして、議案第６号番号３番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第６号番号３番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、土地区画整理事業施行地内でありますので、

第３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合しているもの

と判断します。 
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以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

 この案件も上阿久津台地土地区画整理事業地内でございます

ので案内は省略させていただきます。 

 この案件は売買による所有権移転のための案件でございます。

転用目的は建売住宅でございます。 

 転用行為の必要性といたしまして、譲渡人の売却の意向を受け

譲受人が買い受けて２棟の建売住宅を計画しております。 

 土地の選定理由といたしまして、申請地は道路や公園等の公共

施設の整備が済み、住環境として適切であるため選定いたしまし

た。 

 土地利用計画といたしまして、建売住宅２階建て２棟でござい

ます。取水排水はさくら市上水道及び下水道に接続します。雨水

は宅地内にて浸透を考えております。 

 資金計画といたしまして、建築費、用地取得費、造成費合わせ

まして３９８０万円でございます。全額自己資金でございます。

残高証明書も添付されております。 

 周辺農地への被害防除対策といたしましては、東、南、西が宅

地で、北は道路でございます。申請地の周辺にはコンクリートブ

ロック積みを施工し土砂の流出を防止いたします。周辺農地への

影響は軽微と考えております。転用に際しては十分注意して工事

を進めたいと思います。 

 よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

 

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号３番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号３番については、原案どお

り承認されました。 
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続きまして、議案第６号番号４番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第６号番号４番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、土地区画整理事業施行地内でありますので、

第３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合しているもの

と判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

 この案件も上阿久津台地土地区画整理事業地内でございます

ので案内は省略させていただきます。 

 この案件は売買による所有権移転のための案件でございます。

転用目的は建売住宅建築のためでございます。 

 転用行為の必要性といたしましては、譲渡人の売却の意向を受

け譲受人が買い受け３棟の建売住宅を計画しております。 

 土地の選定理由といたしまして、申請地は道路や公園等の公共

施設の整備が済み、住環境として適切であるため選定いたしまし

た。 

 土地利用計画といたしまして、建売住宅２階建て３棟でござい

ます。取水排水はさくら市上水道及び下水道に接続します。雨水

処理は宅地内にて浸透処理いたします。 

 資金計画といたしまして、建築費、用地取得費、造成費合わせ

まして６０００万円でございます。全額自己資金で残高証明書も

添付されております。 

 周辺農地への被害防除対策といたしましては、東、南が宅地で、

北、西が道路でございます。申請地の周辺にはコンクリートブロ

ック積みを施工し土砂流出を防止いたします。周辺農地への影響

は軽微と考えております。転用に際しては十分注意いたします。 

 よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

 

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 
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議案第６号番号４番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号４番については、原案どお

り承認されました。 

議案第６号番号５番につきましては取り下げとなりました。 

続きまして、議案第６号番号６番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第６号番号６番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが約３．７ｈａで、農

業公共投資の対象となっていない土地ですので、第２種農地と判

断し、土地の選定経過書等により代替性の確認もとれております

ので、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

 案内図６－６をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 本申請につきましては株式会社○○が売買により太陽光発電

設備として転用する案件でございます。申請者の株式会社○○は

太陽光発電事業を主な事業とする法人であります。 

 転用行為の必要性と土地の選定理由につきましては、申請地は

日当たりがよくて、面積、周辺環境等においても好条件であり、

土地所有者から土地を譲り受けることが出来たため申請に至っ

ております。 

 土地利用計画につきましては、事業面積６４９㎡、太陽光パネ

ル２００枚、最大出力６２．０ｋＷを設け出力３８．５ｋＷの低

圧発電所を設置いたします。施設周辺は高さ１．２ｍのフェンス

で囲み管理徹底を行っていくという形です。施設内は整地して雨

水は自然浸透の処理を施します。その他の取水排水はございませ

ん。 

 資金計画につきましては、必要資金として６５６万円で資金調

達につきましては自己資金で賄っていくという形でございます。 

 周辺への被害防除対策でありますけれども、工作物の高さは

２．１ｍなので日照及び通風の面でも影響はありません。転用に

際しては被害を及ぼすことのないように注意いたしますという
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ことであります。 

 本日調査会おいて申請の内容を確認したうえで現地調査を行

ってまいりました。詳細の説明は事務局のとおりでありますけれ

ども問題がないというふうに判断をしております。以上のような

状況でございますので、ご審議のほどよろしくお願いしたいと思

います。 

 

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号６番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号６番については、原案どお

り承認されました。 

続きまして、議案第６号番号７番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第６号番号７番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが約３．７ｈａで、農

業公共投資の対象となっていない土地ですので、第２種農地と判

断し、土地の選定経過書等により代替性の確認もとれております

ので、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

 案内図６－７をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 この案件は６－６の場所の下側になります。隣接しているとい

うことで転用行為の必要性と土地利用計画及び周辺農地への影

響は６－６の説明と同じであります。 

 土地の利用計画につきましては、申請地は事業面積が８４９

㎡、太陽光パネル２８８枚、最大出力８９．２８ｋＷを設け出力

４９．５ｋＷの低圧発電所を設置します。 
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 必要資金としては９３３万円で資金調達につきましては自己

資金で賄うという形でございます。 

 ６－６と同じように本日も現地調査をしております。問題ない

かと思いますので皆様のご審議をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号７番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号７番については、原案どお

り承認されました。 

続きまして、議案第６号番号８番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第６号番号８番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、都市計画法の用途地域（第一種住居地域）

でありますので、第３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に

適合しているものと判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

 案内図６－８をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 申請地の西側に数カ所の太陽光が設置されていましてその部

分を含めて道が狭いので工事あるいは管理をするのに駐車場の

設置をということで使用を考えているという形です。 

普通自動車３台で普通トラックや大型トラックの場合は２台の

予定でそこに砂利等を敷いて駐車場にしたいという形でありま

す。 

 土地の利用計画なんですけれども、進入路は道路管理者の指導

に従います。敷地は整地をして敷砂利を施します。取水及び排水
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につきましては駐車場なので水の使用はありません。雨水につき

ましては敷地内浸透処理します。土地の利用詳細は駐車場という

ことです。 

 資金計画につきましては、用地取得費、工事費合わせまして５

９万５千円で全額自己資金で賄うという形であります。 

 周辺の被害防止対策としては、東側が農地、西側が雑種地、南

側が農地、北側が道路です。敷砂利は隣接農地との境界にある畦

畔の高さを超えませんので土および砂利の流出はありません。 

 本日現地調査をしてきましたけれども問題ないかと思います

ので皆様のご審議をよろしくお願いしたいと思います。 

 

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号８番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号８番については、原案どお

り承認されました。 

続きまして、議案第６号番号９番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第６号番号９番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、都市計画法の用途地域（第一種住居地域）

でありますので、第３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に

適合しているものと判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

 案内図６－９をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 この案件は売買による所有権移転の案件でございます。転用目

的は一般住宅建築のためでございます。 

 転用行為の必要性といたしまして、譲受人は現在、妻と子２人
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の４人で生活をしております。今般、自己用住宅を建築したく申

請に至った次第でございます。 

 土地の選定理由といたしまして、申請地は通勤面、生活面にお

いて便利なこと、また、周囲への被害及び集団的農地を浸食する

恐れがないことから最適地であると考え選定をいたしました。 

 土地利用計画といたしまして、一般住宅木造２階建て、駐車台

数は２台分を考えております。給水はさくら市上水道から引き込

み、排水はさくら市公共下水道に放流をいたします。雨水の処理

は敷地内浸透を考えております。 

 資金計画といたしましては、土地購入費、建築費、事務費等合

わせまして５１００万円で、借入金と自己資金で対応したいと考

えております。融資証明書並びに残高証明書も添付されておりま

す。 

 周辺農地への被害防除対策といたしまして、周辺の状況といた

しましては東側が宅地、西・北が畑、南が道路でございます。東

側には既存の大谷石塀がありまして、南側は道路で西・北側には

境界コンクリートを設置いたします。これらのことから隣接地に

土砂流出等の被害を及ぼすことはないと思われます。転用に際し

ましては十分配慮して工事にあたりたいと思います。 

 その他の法令の状況といたしましては、申請地は埋蔵文化財包

蔵地でございますので土木工事等の届出をしております。現在、

さくら市ミュージアム管理文化財係と協議中でございます。 

 以上のような状況でございます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号９番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号９番については、原案どお

り承認されました。 

ここで２時４０分まで暫時休憩といたします。 
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（午後２時３０分から午後２時４０分までの間、暫時休憩） 

 

 それでは会議を再開したいと思います。 

議案第７号「農用地利用集積計画の決定及び農用地利用配分計

画に係る意見について」を議題に供します。 

 

 議案第７号につきましては当事者であるため退席いたします。 

 

議案第７号につきましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により当事者７番小菅和彦委員の退席を許可します。 

 

【７番 小菅和彦委員 退席】 

 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

 この議案は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に基づき

市が定める農用地利用集積計画、及び農地中間管理事業の推進に

関する法律第１９条第３項の規定に基づき市が意見を求める農

用地利用配分計画となります。 

 令和２年度 第１０号 公告予定年月日は令和３年１月２９日

です。 

 計画の内容といたしましては、利用権設定が新規２７件、再設

定１４件、転貸１件、所有権移転が１件となっております。なお、

詳細については、別紙の農用地利用集積計画書のとおりです。 

 以上です。 

 

 それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 

議案第７号について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第７号は、原案どおり承認されました。
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７番 小菅和彦委員の着席を願います。 

  

【７番 小菅和彦委員 着席】 

 

 次に議案第８号「農業振興地域整備計画の変更に係る意見につ

いて」を議題に供します。 

番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

 資料は別冊となります。 

 農用地区域変更明細に記載がございます。除外が２件でありま

す。 

 それでは、番号１番についてご説明いたします。（議案第８号

番号１番について朗読して説明する。） 

 案内図をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 申出地は、周囲を、東が公衆道路、西が水路及び道路、南が農

地、北が宅地で囲まれた土地であります。 

 次に、「農用地区域の除外を必要とする理由」についてであり

ますが、７ページをご覧ください。事業計画書の「転用行為の必

要性」にありますとおり、申出者は、現在さくら市内の工場で食

品製造業を行っており、今後、工場を同じ敷地内に増設する計画

がありますが、増設に伴い、従業員も新規雇用する計画となって

おり、従業員の駐車場の確保の必要があるという理由から、今回

の申し出に至っております。 

 次に、「当該土地を選定した経過・理由」でありますが、同じく

事業計画書の２の「土地の選定理由」にありますとおり、既存工

場敷地西側道路に隣接した土地で、地形もよく、効率よく駐車ス

ペースが配置できるとの理由から選定をされております。 

 次に、「農用地区域への影響」についてでありますが、同じく事

業計画書の３の「土地利用計画」にありますとおり、取水排水は

なし、雨水排水は敷地内浸透処理する計画です。日照・通風への

影響ですが、建築物はないので、日照、通風への影響はないと考

えられます。 

 資金計画については、総事業費１８，２２２，７３３円全額を

自己資金にて賄う計画となっております。 

 最後になりますが、農用地区域除外後の農地区分は、農業公共

投資の対象となっている農地でありますので、第１種農地と判断

しますが、不許可の例外「既存の施設の拡張」に該当し、土地の

選定経過書等により代替性の確認も取れておりますので、農地法
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上の転用許可は見込まれるものと判断します。 

 以上です。 

 

 担当委員の意見を求めます。 

 

 申請者は、工場の増設に伴いまして敷地内にある駐車場が手狭

になってきているということで他に駐車場用地を求めたいとい

うことでいくつかの候補地があがっていました。いろいろ検討し

た結果、当該地を駐車場にしたいということで、北側は宅地と駐

車場になっています。西側は道路と水路、東側は道路に接してい

るということで適地ということでここに駐車場１５８台分の駐

車敷地を確保したいということで、工場としては２０２３年に工

場の増設をしたいということで工場建設にも１年半以上かかる

ということで早急に工事を進めたいという緊急性があるという

ことだそうです。 

 土地利用計画としまして、駐車場ですから取水はいらない、排

水についても雨水をリサイクルの再生砕石というのを使って表

面に砕石を敷いて浸透処理をするということになっています。土

地改良施設への影響についてはないということでございます。 

 資金計画にしましても自己資金で行う。その他関係法令につき

ましてもすべて同意が得られているということで問題はないと

いうことで午前中、第１調査会において現地を見てきました。問

題はないということで第１調査会としましては報告したいと思

います。以上です。よろしくご審議のほどよろしくお願いします。 

 

 それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 

議案第８号番号１番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第８号番号１番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして、議案第８号番号２番について事務局の説明を求め
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ます。 

 

 それでは、番号２番についてご説明いたします。（議案第８号

番号２番について朗読して説明する。） 

 案内図をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

 申出地は、周囲を、東が道路、西が道路、南が道路、北が宅地

で囲まれた土地であります。 

 次に、「農用地区域の除外を必要とする理由」についてであり

ますが、６ページをご覧ください。事業計画書の１の「転用行為

の必要性」にありますとおり、申出者は、現在、妻の実家に妻と

子供 1人、妻の両親及び祖父母で生活していますが、子育てや今

後の家族の世話等を考えると実家の近くに居住する必要がある

という理由から、今回の申し出に至っております。 

 次に、「当該土地を選定した経過・理由」でありますが、同じく

事業計画書の２の「土地の選定理由」にありますとおり、申請人

と妻は土地を所有しておらず既存の宅地には、新たな住宅を建築

するスペースはありません。申出地は、道路に面し出入りしやす

い土地である事、また周辺農地へ被害を及ぼすことがないとの理

由から選定をされております。 

 次に、「農用地区域への影響」についてでありますが、同じく事

業計画書の３の「土地利用計画」にありますとおり、取水は市上

水道より取水、排水は合併浄化槽で処理後、水路に放流により処

理する計画です。雨水排水は、敷地内浸透処理する計画です。日

照・通風への影響ですが、周辺は、道路囲まれ、隣接の農地まで

は、５ｍ以上の距離があるため日照、通風への影響は軽微である

と考えられます。 

 次に、「土地利用計画図」をご覧ください。 

 土地利用計画については、２階建て住宅１棟と駐車場２台分を

確保する計画です。 

 資金計画については、総事業費２，３８５万円のうち２，３２

３万円を金融機関からの融資にて賄う計画となっております。 

 最後になりますが、農用地区域除外後の農地区分は、農業公共

投資の対象となっている農地でありますので、第１種農地と判断

しますが、不許可の例外「住宅で集落に接続して設置されるもの」

に該当し、土地の選定経過書等により代替性の確認も取れており

ますので、農地法上の転用許可は見込まれるものと判断します。 

 以上です。 
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 担当委員の意見を求めます。 

 

 本案件は、現在、妻や長男とともに妻の実家に妻の両親及び祖

父母と同居する申出人が実家の隣接地を使用貸借により妻の祖

父より借り、住宅を建築することに伴う農用地区域の除外を申出

するものです。 

 土地の選定理由ですが、祖父母は８０代でありこの先の生活支

援の必要性を考え、また、父が飲食業のため農業に手が回らない

状況のため農作業の援助等を考え実家の隣接地に住宅を建築す

ることは最善と考え選定いたしました。 

 周辺農地への被害防除対策ですが、周囲は道路、水路及び妻の

祖父の所有地でありますので住宅建築に伴う周辺農地への被害

発生はないと判断いたします。農地法、道路法、合併浄化槽の排

水放流及び埋蔵文化財につきましてすべて関係機関と協議済み

であります。 

 １月１５日の農地利用最適化推進委員との調査会及び本日の

調査会におきまして書類審査のうえ現地を確認しましたが何ら

問題なしと判断いたしております。皆様のご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外にないようですので、採決に入ります。 

議案第８号番号２番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第８号番号２番は、原案どおり承認さ

れました。 

次に、議案第９号「さくら市農地利用最適化推進委員の委嘱に

ついて」を議題に供します。 

事務局の説明を求めます。 

 

令和２年１１月２５日をもって、下河戸地区の農地利用最適化

推進委員が辞任したことにより欠員が生じたことから、新たな委
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員を委嘱するため、農業委員会等に関する法律第１７条によりさ

くら市農業委員会の承認を求めるものでございます。 

令和２年１２月１日から２８日まで市ホームページにて募集

をかけ、令和３年１月１３日に農地利用最適化推進委員候補者選

考委員会を開催しました。 

別添資料をご覧ください。候補者についてご説明します。（別

添資料について説明する。） 

農地利用最適化推進委員候補者選考委員会において、ただ今申

し上げた手塚重光氏を下河戸地区のさくら市農地利用最適化推

進委員の候補者として選考しました。 

つきましては、選考された候補者を下河戸地区のさくら市農地

利用最適化推進委員に選任することとしてよろしいか、ご審議願

います。 

以上です。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外、ないようですので、採決に入ります。 

議案第９号について、報告のあった候補者を下河戸の農地利用

最適化推進委員に選任することについて承認される方の挙手を

求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第９号については、手塚重光氏を下河

戸の農地利用最適化推進委員に選任することに決しました。 

次に、議案第１０号「さくら市農業委員会調査委員会における

第３調査会委員長及び副委員長の選任について」を議題に供しま

す。 

事務局の説明を求めます。 

 

第３調査会委員長でありました、小池利一委員が令和２年１２

月にご逝去されましたため、第３調査会委員長が現在不在となっ

ております。 

調査会につきましては、「さくら市農業委員会調査委員会及び

特別委員会設置内規」第７条第１項において、「調査委員会及び
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特別委員会に委員長及び副委員長を置く。」こととなっており、

同条第２項において、「委員長及び副委員長は、総会においてそ

れぞれ委員の中から選任する。」となっておりますので、第３調

査会委員長及び副委員長の選任についてご協議願います。 

 

ただいま事務局より説明がありましたが、第３調査会の委員長

及び副委員長の選任ということでありますので、第３調査会の中

で話し合っていただいて（案）を出していただくということでい

かがでしょうか。 

 

【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようですので、第３調査会の委員で話し

合いをしていただき第３調査会の委員長及び副委員長を選考し

ていただきたいと思います。 

 

 すでに話し合いをいたしまして、第３調査会委員長として私１

７番七久保勉、副委員長として１２番千野根友治委員を選任した

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

ただいま報告のあったとおり決定してよろしいか、お諮りいた

します。 

 賛成される方は挙手をお願いいたします。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員ですので、第３調査会委員長は１７番七久保勉委員、

副委員長は１２番千野根友治委員と決しました。よろしくお願い

します。 

次に、議案第１１号「さくら市農業振興地域整備促進協議会委

員の推薦について」を議題に供します。 

事務局の説明を求めます。 

 

さくら市農業振興地域整備促進協議会委員につきましては、さ

くら市農業振興地域整備促進協議会設置要綱により、農業委員会

の代表者６人となっており、令和２年７月２０日に開催しました

第 1回総会において会長、会長職務代理者、及び各調査会委員長

４名の６名を推薦することと決し、推薦を行いましたが、第３調
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査会委員長でありました、小池利一委員がご逝去されましたた

め、１名少ない状況でありますので、１名補充する必要がありま

すので、補充する委員についてご協議願います。 

 

ただいま事務局より説明がありましたが、第１回総会において

会長、会長職務代理者、及び各調査委委員長４名の６名を推薦す

ることとしましたので、新たに第３調査会の委員長になられまし

た１７番七久保勉委員を推薦したいと思いますが、何かご意見等

ございますか。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、第３調査会委員長の１７

番七久保勉委員を推薦することとしてよろしいか、お諮りいたし

ます。 

 賛成される方は挙手をお願いいたします。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員ですので、さくら市農業振興地域整備促進協議会委員

の欠員補充につきましては、第３調査会委員長の１７番七久保勉

委員を推薦することに決しました。 

次に、報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知に

ついて」番号１番から番号８番、報告第２号「農地法第３条の３

第１項の規定による届出書について」番号１番から番号２番はお

目通しを願います。 

 本日の議題はすべて終了いたしました。 

以上をもちましてさくら市農業委員会１月定例総会を閉会い

たします。大変お疲れさまでした。 

 

（午後３時０５分閉会） 

 

 

 

 

 

    


